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１　1970年代に出現した環境倫理と動物倫理には、人間中心主義の克服という共通理念があった

　1960 年代から 70 年代にかけて環境問題が世界的に大きくクローズアッ
プされた中で、環境倫理学が成立し環境倫理という考え方が出現した。象徴
的なのは、1967 年にリン・ホワイト・ジュニアが『サイエンス（Science）』
誌に、「現在の生態学的危機の歴史的根源」というし、論文を発表し (1)、現
在問題になっている環境危機の歴史的根源は有史以来、最も人間中心主義的
な宗教である、ユダヤ・キリスト教的世界観にあると書いたことである。こ
のことから「人間中心主義」の克服は、環境思想や環境倫理の中心的テーゼ
となった。そのことから、「動物解放論」や「動物の権利」という考え方も
提起されるようになった (2)。
　しかし、注意しなければならないのは、動物解放論は、商業的畜産や動物
実験の現代的なあり方に対して提起されたものであるということである。こ
のことから敷衍して、ペット（コンパニオン・アニマル）や動物園などの問
題にまで議論されるようになったが、つまり、この動物に対する倫理の対象
は野生動物ではなく、人間によって飼育されたり、管理されていたりする動
物なのである。現在、環境倫理とは別の枠組みで議論されている動物倫理も
基本的には、「動物解放論」や「動物の権利論」の枠組みの中で議論されて
いると言っていい。前者は、選好功利主義の立場から、動物の幸福あるいは
その対極としての苦痛や痛みを理論の中心に据えて、功利主義的な最大多数
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の最大幸福、あるいは最大多数の苦痛や痛みの可能な限りの最小化が課題に
なっているし、後者は、人間の自然権を人間以外の生物にまで拡げ、配慮さ
れるべき存在として捉えて議論を展開している。

２　野生動物をめぐる個体に対する倫理は、生態系保全の環境倫理と対立する

　動物解放論や動物の権利論と環境倫理学とは微妙な関係にある。前者は人
間中心主義を脱して人間だけは特別であるという種差別を排し、対象の動物
に対してどのように「配慮」すればいいのかという問題提起はするが、それ
はあくまで、基本的には個体に対する倫理のあり方である。しかし、生態系
全体に対してどのような形で捉えるべきかという倫理のあり方とはすれ違う
点も多々ある。
　例えば、北海道の道東地区には国立公園や世界遺産など保護されるべき生
態系の自然が残っているが、エゾジカによって希少種の植物が捕食されたり、
また自然再生事業に伴う森林の回復においてエゾジカの生息数の増加が大き
な課題になっていたりする。このように、動物の個体に対する倫理のあり方
が、生態系の保全や再生という環境倫理の理念と抵触することもある。外来
種の管理においても同様な深刻な問題が出現している。生態系保全や再生に
関する環境倫理と対立する外来種の個体に対する倫理から、殺生するべきで
はないということを主張する人たちも多く存在する。メディアなどにおいて
も、外来種はそもそも人間に問題があり、人間が勝手に導入したのに、今度
は生態系保全のために殺生するというのは可哀想だ、という「動物愛護」の
観点からのコメントが必ず添えられるのが現状だ。

３　1980年代の環境倫理学と動物解放論の論争

　環境倫理学者の J・B・キャリコットは、1930 年代にウィスコンシン大学
で野生生物管理講座を開設したアルド・レオポルドの環境倫理の考え方を継
承していると自認し、「ランド・エシック」を基礎とした全体論的な環境倫
理学を提唱した (3)。彼は、1980 年に「動物解放論ー三極対立構造」という
論文を書いて、動物解放論を批判している (4)。環境倫理学は動物解放論と、
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人間中心主義的倫理に対しては共同戦線をはっているが、両者は根本的な点
で対立しており、対立図式は三極関係になるというのである。動物解放論は
権利主体の条件として苦快を感じる感覚能力を挙げて動物の権利を主張して
いるが、近代の個人主義の根本原理には触れておらず、そういう意味で、原
子論的な思想の域を出ていない。それに対して、アルド・レオポルドが提唱
した「ランド・エシック」は土地 (land）という生命圏共同体を重視しており、
それに対する影響効果によって倫理的質を決めていくという、全体論的な捉
え方をしており、その点で動物解放論と対立しているのである。動物解放論
で特に主要な議論の対象になっている動物は、家畜や実験動物であり、生命
圏の中に存在している野生動物とは異なる対応をすべきという指摘や、また、
感覚能力さえ持たない植物、さらには川や山などの自然物が道徳的に尊重す
る範囲に入っておらず、生命圏の生態系全体に及ぼす影響やその中の生物や
無生物の関係に関心が低いといった指摘を環境倫理学では主張している。そ
の環境倫理学に対抗し、動物の権利を主張する立場として、卜ム・レーガン
は、1983 年に、著作『The Case for Animal Rights（動物の権利擁護論）』
の中で、個別の動物をさしおいて、種や、生態系のようなシステム全体を倫
理の対象として保護しようとするのは「環境ファシズム」であるとして反発
している (5)。もっとも、動物解放論を唱える選好功利主義者であるピーター・
シンガーと違い、トム・レーガンは、自己意識を持つ動物以外の生物に関す
る権利の擁護については判断を保留している。
　配慮する対象として動物の倫理を主張することは、あくまで、近代的な個
人概念や権利概念にある程度則った形で、人間とまったく同等ではないにし
ても一定の権利を認めようとしているのに対して、生態系を全体として捉え
る環境倫理は、必然的に、近代個人概念や権利概念をも乗り越えて考える必
要があることがわかる。
　「環境ファシズム」ということに関しては、環境の問題を全体論的に捉え
ることと、その倫理的なあり方に関して、J・B・キャリコットも、またトム・
レーガンの方にも誤解があるように思われる。このことについては、長崎浩
が 2001 年に『思想としての地球：地球環境論講義』の中で論じていること
が重要である (6)。彼は、「土地 = 地域生態系」を全体性と安定性の中で捉え
る際、土地に対する利害関心に技術的に対応して全体的に捉えるという生態
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学的な方法と、土地を土地共同体として倫理学的に捉える方法とを区別する
べきだとしている。つまり、土地に働きかける際、生態学的に、全体論的な
形で技術的に対応することが、倫理的には正しいあり方であるという、一種
の技術倫理的な形で問題を捉えている。実際、アルド・レオポルドは、従来
の、狩猟鳥獣 (「獲物」) であるシカの個体数を、シカの捕食者であるオオ
カミを駆除する個体数で管理するという、オオカミとシカのそれぞれの個体
数の二項だけで捉える「獲物の管理学」から、オオカミとシカも含めた生態
系全体の中で狩猟鳥獣の管理のあり方を考える「野生動物管理学」へと問題
の捉え方を技術倫理的に発展させた。また後年は、プレーリーの自然再生事
業も展開していることから、地域生態系を生態学的に全体論的に捉えること
が、技術倫理的に望ましいあり方だと確信して、「ランド・エシック」とい
う環境倫理を 1940 年代に提唱したのである (7)。これは、J・B・キャリコッ
トが論じたような、人間の生態系における倫理的あり方が全体論的（これが

「環境ファシズム」と批判を浴びた）ということではないのである。「環境ファ
シズム」という形の批判も含めたこの論争は野生動物との関係を考えるにあ
たって本質を外してしまっているのではないかと思う。
　環境倫理の立場からすると、地域生態系を全体論的に捉え、それに対して
倫理的にどうあるべきか考えることが求められる。野生動物の個体に対する
倫理的配慮という考え方はもちろん蔑ろにはできないが、地域生態系全体に
対する倫理的なあり方と衝突する場合には、それを凌駕して個体としての野
生動物に配慮するべきだという倫理学的な立場の根拠は存在しない。そもそ
も動物解放論や動物の権利論の対象となっている動物は人間に管理されてい
る動物であることから、その論理を野生動物に拡大して考えることは困難な
のである。

４　環境正義の時代における野生動物に対する倫理と環境倫理の新しい関係

　野生動物保護の考え方は、しばしば当該地域のコミュニティの人たちと衝
突してきた。実際、「要塞型」といわれる野生動物保護では、狩猟を含めた
当該コミュニティの営みや文化を否定し、往々にしてそこに住む人たちを排
除して、サンクチュアリ（保護区）などが設置されることが多かった。
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　しかし、1992 年にブラジルのリオ・デ・ジャネイロで開かれた「環境と
開発に関する国連会議」（地球サミット）の頃から、先住民族による野生動
物を含む自然の持続可能な利用のあり方を権利として尊重するべきだという

「環境正義 (environmental justice)」の考え方が大きく台頭し、環境倫理
のあり方も、従来のように、人間と自然を切り離して対立的に捉えるのでは
なく、人間と自然の関係のあり方を問い直し、持続可能な開発のあり方を希
求するものへと変化してきた (8)。野生動物の保護のあり方も、人間と自然
を対立的に捉えてその関係を遮断する「要塞型」ではなく、当該地域の地域
生態系だけでなく、そこで今まで続けられてきた、狩猟も含めた人間の営み
や文化のあり方も重視する、community conservation のような考え方も
出てきた (9)。
　2015 年に国連で採択された「アジェンダ 2030」とその中核にある「持
続可能な開発目標（SDGs）」には、陸域・海域の自然生態系の保全だけでなく、
公正や正義に関わる項目も含まれていて、それらを統合的に捉えて実現して
いくことが謳われている。リオ・デ・ジャネイロの地球サミットの頃に確立
してきた「環境正義」の考え方が集約され、結実したと考えられる。
　野生動物との関係に関しては、個体としての配慮というよりも、地域生態
系全体を考えて保全するという考え方が基本になっている。そして、当該地
域における地域住民やコミュニティとの関係性を重視し、従来のコモンズに
よる統治を重視しつつ持続可能な関係性を構築するための理念も重要になっ
てきている。
　もっとも、野生動物との関係性に関しては、個体としての動物に対する配
慮のあり方を重視し、また、人間との関係性より、野生動物の保護や配慮を
原理主義的に捉える考え方もまだ社会に根強く残っており、そのことをベー
スにして動物倫理を主張する人たちもいることから、関連の問題の解決のた
めには、その当該地域の住民の営みや文化にも配慮しながら、それらの対立
する考え方を擦り合わせていくことが重要であると思われる。その際にも、
それぞれの考え方の基礎にあり前提となっている原理がどこにあるのかも踏
まえて擦り合わせていくことが求められている。そのために、それぞれの考
え方の違いを構造的に可視化した概念図を図１で提示する。その見取り図を
参照枠として参考にしながら、異なる考え方を現場で擦り合わせ、議論して
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解決を図ることも必要ではないかと思われる。

５　アニマルウェルフェア（動物福祉）の考え方と野生動物に対する倫理

　アニマルウェルフェアの考え方は、野生動物に対するものではないが、野
生動物との関係性を考える際にそのことを概観してみることも重要である。
　動物解放論や動物の権利論を主軸に、個体に対して配慮するという欧米の
近代の哲学・倫理で動物倫理を考える限り、生きていくために食べるという
理由であっても、殺生を正当化することは難しい。そのため、肉食を否定し、
ベジタリアンやビーガンになるという選択肢を取る人たちも増えている。し
かし、その考えを推し進めて人類全体が動物の殺生と肉食を否定することに
はさまざまな問題がある。動物の利用に従事している人たちの人権と向き合
うことが必要になることもある。また、生存だけでなく文化としての営みで
ある狩猟などを否定することにもなり、文化の多様性の議論や環境的人種差
別の問題にもかかってくる。つまり、動物への配慮を軸とした動物倫理は、
人権や社会的公正の問題とも擦り合わせる必要が出てくる。
　動物の利用を否定せずに、動物に配慮する考え方の一つがアニマルウェル
フェア（動物福祉）である。動物解放論は、そもそも、商業的畜産の問題に
おける種差別が始まりであった。そして動物実験や動物園など、人間の動物

図 1
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の利用が動物の苦しみや痛みを伴うものであったり、動物が生をまっとうす
る際の「幸福」を侵害したりしているのではないかということを問題にして
きた。生物が生きるために他の生物を殺生して食べるということは生態系で
の厳粛な事実だとしても、殺生される過程の中で、不条理で正当化されない
苦しみや痛みを受けていることを可能な限り軽減除去したり、また、その動
物の「幸福」を侵害されないよう配慮し対応したりすることが求められてき
た。
　動物解放論の主導者であったピーター・シンガーは選好功利主義の考えを
徹底することで、「幸福」ではなく、苦しみや痛みを可能な限り取り除くこ
とを主張の主眼にした。それは動物の「幸福」について、特に動物の心につ
いて人間が理解できないことを前提としていた。しかし、動物行動学の進展
や動物心理学の登場で、動物園における飼育動物が、常同運動など明らかに
野生動物の行動から逸脱した行動をとることが知られるようになり、動物の
心はわからないにしても、動物行動学や動物心理学を活用して、動物の行動
から科学的に動物の「幸福」を捉えようという機運が高まっていた。
　このことから、「動物の幸福」を「動物が精神的・肉体的に十分健康で、
幸福であり、環境とも調和していること」と再定義し、happiness から
welfare へと配慮する形を変えた「動物福祉」の考え方が出現し、畜産や動
物園など、人間の管理下になる動物に対する配慮の考え方として定式化され
てきたのである (10)。
　 動物福祉において、一般的に広く浸透しているのが、1979 年に英国家畜
福祉協会が規定した、「動物福祉における５つの自由と対策」である。それは、
①空腹と渇きからの自由（良好な栄養）= 健康と活力を維持させるための新
鮮な餌及び水の提供、②不快からの自由（良好な環境）= 避難場所や快適な
休息場所も含む適切な環境の提供、③痛み・損傷・疾病からの自由（良好な
健康）= 予防と迅速な診断及び措置、④恐怖と苦痛からの自由（正の精神的
経験）= 精神的苦痛を避ける状況及び取り扱いの確保、⑤正常行動発現の自
由（適切な行動）= 十分な空間、適切な資源及び同じ動物種の仲間が存在す
ることという内容である (11)。
　この５つの自由と対策に見られるように、動物福祉の考え方は、人間の管
理下にある動物に対して、野生の状態に限りなく近い形で飼育することが望
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ましく、それがたとえ十分にできなくとも、それと同等の状態を作り出すよ
うな努力により、飼育環境を管理するというものである。例えば、動物園の
飼育動物に関しては、施設の制約で野生の状態に近い形で飼育できないにし
ても、可能な限りさまざまな工夫を行うことで飼育環境を豊かにする「エン
リッチメント」という考え方が用いられている。例えば、餌やりに関しては、
動物が野生本来の採食行動を発現できるように餌の種類や回数を増やし、餌
の与え方にさまざまな工夫をするような対応がなされ、また、動物の行動特
性に配慮した空間づくりや遊具の設置や提供などの方策が取られている。
　このことから、私たちは野生動物に対する倫理についてどう考えていくべ
きであろうか。
　人間の管理下にある動物に対する動物福祉の考え方は、たとえ人間が動物
を利用し、最終的に殺生するにしても、生きている間は、野生の状態に限り
なく近い形で、生をまっとうするべきだというものである。それは、私たち
が野生動物に向かい合うときでも、野生動物の行動特性を尊重しながら向き
合うことが必要であることを意味している。。
　注意しなければならないのは、この５つの自由と対策は、動物行動学や動
物心理学の立場から動物の welfare の状態を統合的に捉えているというこ
とである。野生の状態では、個別の項目で捉えれば、飢えは存在しているし、
動物同士の関係の中で恐怖や苦痛を感じ、傷害を受けたり疾病にかかったり
しているが、個別の項目に対する対応というよりと、welfare 全体のあり方
として捉える必要がある。
　それゆえ、人間の管理下にある場合には、飢えや傷害、疾病に対する配慮
や対応は必要であるが、それは野生動物に対する対応とは異なるものである。
　野生動物に対する餌付けをはじめとする過度な介入は、野生の状態から人
間に依存する状態を作り出し、結果的に全体としての野生動物の「幸福」を
侵害することになりかねない。

６　人間と野生動物の適切な距離が保てなくなった現代における倫理のあり方と動物愛護

　そのことはまさに現在起こっている。都市や都市近郊の野生動物とのさま
ざまな問題は、人間と野生動物の適切な距離が取れなくなっていることに起
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因している。「アーバン・ベア」と呼ばれるような、都市や都市近郊に恒常
的に出現し、野生の生態系の食料ではなく、人間が出した食料廃棄物であっ
たり、人間が深く関わって栽培している農作物や樹木の果実などの食料に依
存して、野生の生態系での生活から離れてしまったクマが増えて、人間の領
域で接触やトラブルを起こしたりしている。
　このことは、地域生態系のあり方として、人間の領域と野生動物の領域と
の境界が曖昧になってきたことも要因としてある。今まで深く関わり管理し
てきた里山を人間の管理が行き届かなくなったために放棄してきたことや、
耕作放棄地の増加も深く関係している。また、かつて、野生動物への餌付け
がされたり、現在でも不適切な形でそのような行為をする人が存在したりし
ていることが、そのことに拍車をかけている。
　日本においては、日本独特の「動物愛護」の考え方が根強く浸透している
ことも、野生動物の倫理を考える際に重要である。19 世紀初頭から英国で
動物愛護の考え方が支持され、その流れとして動物解放論のような考え方が
生まれたという経緯があるが、重要なことは、英国での動物愛護の運動は、
あくまで、動物の虐待に対する反対運動として展開してきたということであ
る。また、キリスト教国では、あくまで人間と動物は切り離されて捉えられ
てきた。切り離されてきたからこそ、動物の虐待を否定し、人間中心主義を
克服する形で、動物に対して配慮するという考え方が生まれたのだ。しかし、
日本においては、古来から人間と動物を連続的に捉える考え方があり、それ
に起因して、人間が動物を一方的に一体化して捉えるような「動物愛護」の
考え方が広まっている。この考え方は、西洋由来の動物愛護の考え方と根底
的なところで違うが、なかなかそのことが自覚的に捉えられず、しばしば意
図しない形で、結果として人間中心主義的な形の動物愛護になってしまうこ
とも多い。この考え方は、動物に対する倫理を議論する際に混乱を引き起こ
す可能性があり、そのため、日本の動物倫理の議論において、このような日
本独特の動物愛護の考え方を入れると混乱するとして、敢えて峻別して、議
論の外に置くことも多い (12)。
　このような、現在、日本で浸透している日本独特の動物愛護の考え方は、
野生動物に対する対応のあり方においても、往々にして否定的な形で問題を
起こしている。アーバン・ベアに代表されるような都市における野生動物に

野生動物と人間をめぐる関係を見るための視座
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関する深刻な問題が起こっている中で、その野生動物に対して、不適切な形
で餌付けする人は後を絶たない。そしてそれが現在の野生動物問題の解決を
難しくしている原因にもなっている。また、野生動物管理の現場だけでなく、
外来種問題においても、科学的で社会的に適切な解決の大きな足枷になって
いる。
　野生動物と人間の関係にかかわる問題が複雑で解決が難しい問題となって
きている現在、改めて、野生動物に対する倫理のあり方を整理して、その中
で、問題の解決を探っていく必要がある。

野生動物をめぐる環境倫理やアニマルウェルフェア


